
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１４４０１

基盤研究(B)

2013～2010

外国人の出入国及び在留制度とその運用に関する国際的比較研究

The international comparative study about a foreigner's entry into and departure fro
m the country and a residents system, and its employment

７０１９０８９０研究者番号：

村上　正直（MURAKAMI, MASANAO）

大阪大学・国際公共政策研究科・教授

研究期間：

２２３３００１１

平成 年 月 日現在２６   ６ １３

円    13,800,000 、（間接経費） 円     4,140,000

研究成果の概要（和文）：本研究から明らかになったことは、従来、権限ある行政庁に広範な裁量的判断が認められて
きた出入国管理行政の分野において、人権条約、又は各国それぞれの事情から発展してきた国内法制度の変動により、
一定の国際的な基準が出現し、それが各国の裁量の範囲を制約しつつあるということである。そのため、これらの国際
基準に適合する法制度の構築が不可欠になっている。日本との関係では、例えば、追放の禁止事由の明文化、又はそれ
を行政庁の裁量統制に用いることが必要となる。また、入管収容における全件収容主義は、身体の自由の保障の観点か
ら廃止し、身体の拘束が必要最低限のものとなるための様々な制度的な保障が必要となる。

研究成果の概要（英文）：In the field of immigration control, broad discretion has been admitted to the com
petent administrative agency. But, as this study shows, the evolving domestic legal system and human right
s treaties are now creating international standards which restrict the scope of the discretion of each cou
ntry. Therefore, domestic legal system should be modified so as to be consistent with these international 
standards. With regard to the Japanese legal system, for example, grounds for prohibition of expulsion sho
uld be modified to include these standards in the statute or these standards should be used to control the
 discretion of the administrative agency. In addition, the immigration detention system should be altered 
to guarantee various human rights of aliens.
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１．研究開始当初の背景 

 出入国管理行政は、権限ある行政庁(日本で

は法務大臣)に広範な裁量を認め、憲法上の人

権も容易にはそこに及ばなかった。日本では、

外国人の人権保障は外国人在留制度の枠内で

与えられるにすぎないとされた(最大判昭和

53 年 10 月 4 日)が、人権への配慮が希薄で

あったのは欧米諸国でも同様である。しかし、

出入国管理法制は変化の時期を迎えている。 

 その変化の主な契機は次の２つである。第

１の契機は、人権保護を目的とする条約の存

在である。欧州人権裁判所や規約人権委員会

は 1990 年前後から、生命・身体の保護や家

族の保護のために、欧州人権条約及び自由権

規約が各国の出入国管理行政に及ぶことを認

め、締約国も国内法令の改廃やその運用の見

直しが迫られた。また、オーストラリアやカ

ナダでは、最高裁が人権条約を援用した判決

を下し、以後の下級審の判断が一変した。第

２の契機は、この動向を受けた国内法制度の

変容（例えば、欧州人権裁判所の判決の履行

のため）、又はその国の内部から自発的に生

じた、移民法又は出入国管理法に関する体系

的な研究の推進とその成果の共有である。例

えば、アメリカでは、約 15 年前に設立され

た全米移民法教育者研究会（I.L.T.A.）が中

心となって昨今のアメリカ移民法にかかわる

問題を多面的に検討し、立法政策への提言等

を積極的に行っている。 

 この変化の中心にあるのが人権尊重の理念

であり、その契機の１つが人権条約の存在で

ある。日本国憲法は、人権保障を基本的理念

とし、かつ、条約（この場合は自由権規約）

の誠実な履行を求めているから、日本の出入

国管理法制も綿密な再検討が必要である。こ

のように、本研究は、国際社会及び各国の動

向を受けて行われるものである。 

 
２．研究の目的 

本研究は、比較法的手法及び国際法的手法

の双方を用いて、人権保障の観点から、日本

の出入国管理法制を学術的に評価し、よりよ

い日本の出入国管理法制をめざして具体的提

言を行うことを目的とする。研究対象とする

場面には、外国人の入国、在留及び出国並び

に収容を含む。また、外国人のなかには、一

般の外国人の他に、難民及び難民認定申請者

を含む。比較法的研究における対象国は、欧

米諸国としてアメリカ、ドイツ、イギリス、

フランス、カナダ及びオーストラリア、アジ

ア諸国としてタイ、フィリピン、韓国及び中

国である。また、国際法学的研究における対

象条約は、欧州人権条約、自由権規約及び難

民条約・議定書の他、拷問等禁止条約、米州

人権条約などである。 

 全件収容主義本研究はその研究期間中

(３年)に以下の諸点を解明する。(1)日本の出

入国管理に関する行政実務及び裁判例並びに

学問動向、(2)欧州人権条約及び自由権規約な

どの対象条約の解釈・適用状況、並びに各国

の対応や影響(法令の改廃や行政実務の変更

など)、(3)対象国の行政実務及び裁判例並び

に学問動向、(4)以上を踏まえた、日本の出入

国管理法制の問題点と課題。そして、これら

の検討を踏まえて、(5)当該問題点・課題を解

消し、よりよい出入国管理法制の再構築に向

けた具体的な提言をめざす。 
 
３．研究の方法 

 本研究は、比較法的手法と国際法的手法の

双方を用いる。比較法的研究における対象国

は、上記の欧米諸国の選択に際しては、 

(1)条約の締約国、(2)「移民の国」であるか

否か、及び(3)主たる法系（英米法系・大陸法

系）の観点から偏りのないようにした。また、

アジアの対象国は、近代法の継受と変容とい

う日本と共通する要素を検討することが、日

本の出入国管理法制について具体的提言を行

うために必要であることから選択された。 

 国際法的研究において対象とする条約は、

欧州人権条約、自由権規約及び難民条約・議

定書が中心であり、その他、拷問等禁止条約、



米州人権条約などが含まれる。 

 本研究は、次の５つの方法を用いる。 

(1)研究参加者は、通常の法学研究の手法に従

い文献調査と分析を行う(学術文献や裁判例

などを含む。)。(2)本研究は、研究会方式で

研究をすすめ、これにより、研究参加者の問

題意識・知識の共有を図り、また、参加者の

研究の修正や発展をさせる。(3)本研究におけ

る対象国・条約に関する最新の動向を把握す

るため、国内外の研究者を招請し、助言を求

める。(4)研究参加者が、関係する外国を訪問

し情報収集を行う（現地の専門家との意見交

換を含む。）。(5)本研究の研究期間の各年に

おいて、国内外の専門家を招へいし、毎回重

点を変えた国際シンポジウムを開催する。ま

た、研究の一部に遅れが生じた場合には、研

究者相互で研究の進展を補完する。 

 
４．研究成果 
 

 本研究の具体的な成果は、本研究参加者に

よる個々の論稿に示されている。ここでは、

日本の出入国管理法制との関連で重要と思わ

れるいくつかの点に絞って、研究成果を述べ

る。 

(1)出入国管理行政においては、いずれの国に

おいても権限ある行政庁(日本では法務大臣)

に広範な裁量が認められ、ときに人権に対す

る配慮が看過されがちであった。このような

問題点は、出入国管理行政の全般にわたって

みられるが、いずれの国においても問題とな

るのは、外国人の出国、特に滞在国からの追

放の場面と、外国人の入管収容の問題である。

例えば、外国人の追放は、当該外国人の生命・

身体への危険や、家族の一体性の破壊や社会

的諸関係の遮断などを伴う。また、入管収容

は、いうまでもなく、身体の自由をうばうも

のであり、それが恣意的になされるのであれ

ば、最も深刻な人権問題を生じさせる。 

 

 (2)こういった諸問題への対処の方法とし

て、近年では人権条約が効果的に用いられる

ことがある。外国人の追放の問題については、

かつては、難民条約・議定書などのみで認め

られていたノン・ルフールマン原則は、いま

では欧州人権条約及び自由権規約の一般的規

定の解釈により、より広い範囲の保護が及ん

でいる。また、家族や私生活の保護の観点か

ら、家族の一体性の保護、長期にわたって定

着している家族生活の保護、確立した社会的

諸関係の保全といった法益保護のために、追

放措置が禁止される場合がある。 

 日本に目を転ずると、以上のような人権条

約上の追放禁止事由は、日本の入管法上は、

必ずしも明文をもって十分に規定されている

とは言えず、また、裁判例においても判断が

分かれる場合がある。これらを法文に明記す

ることができれば一番よいが、人権条約上の

追放禁止事由を、入管行政における裁量統制

自由として用いることもひとつの解決策にな

る。 

 

 (3)入管収容については、日本の法制度にお

いて特に問題となる。日本の入管法では、外

国人の退去強制事由該当性調査は収容令書に

基づき身柄を拘束してこれを行うことが原則

とされ、また、退去強制令書の発付後は、同

令書に基づき、退去強例がなされるまで身柄

が拘束される。すなわち、収容の必要性有無

は問われない（全件収容主義）。また、収容

令書及び退去強制令書は、行政庁によって発

出されるものであり、刑事事件における逮捕

令状のような裁判所又は裁判官の介入はな

い。 

 この点、自由権規約第９条について、規約

人権委員会は、刑事事件における身柄の拘束

と、行政庁によるそれを原則的に区別するこ

となく、いずれも身柄拘束の必要性（逃亡や

証拠隠滅のおそれなど）を要件とすると解釈

する。このような解釈と全件収容主義とは相

容れない。事実、日本と同様の制度をもつオ



ーストラリアの入管収容制度について、規約

人権委員会は、繰り返し規約違反の認定を行

っている。 

 他方、欧州人権裁判所による欧州人権条約

第５条の解釈によれば、入管収容においては、

必要性の要件は課されていない。自由権規約

の解釈よりも保護の範囲が狭いのである。し

かし、近時の EU 法は、自由権規約第９条に

関する規約人権委員会の解釈と同様に、必要

性の要件を満たす収容でなければならない

旨、明文で規定している。そのため、おそら

く、欧州人権裁判所も、近々、そのような線

にあわせた判例変更を行うことが予想され

る。 

 従って、日本の入管収容制度は、国際人権

水準にあわせるよう改正されるべきものと考

える。 
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